
　学区単位の夏祭りなど、多数の

方が集まる催しにおいて、火気器

具を使用される際は、「消防署へ

の露店開設の届出」と「消火器の

準備」が必要です。

　ただし、ご近所同士で行うバー

ベキューや町内会単位での地蔵盆

など、参加者が個人的なつながり

にとどまるか、相互に面識があるも

のは、届け出の必要はありません。

　規模の大小に関わらず、

火気器具を使用される場

合は、必ず消火器などの消

火器具を設置しましょう。

●問い合わせ先／
山科消防署(☎592-9755)

　本年、市内では既に14人

の方が交通事故により亡く

なられています。

(5月31日現在・前年同日計

6人)

・�道路を渡るときは横断歩

道を渡ろう！

・�高齢者の方は道路を渡る

前に安全確認を！

平成２７年 夏の交通事故防止市民運動
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京都市市民憲章推進者表彰

平成27年度「山科“きずな”支援事業補助金交付事業」（継続事業）をご紹介
事業概要の詳細は… 平成27年度　山科 きずな”支援事業 見方

犬はマナーを守って飼いましょう

個人
●福祉活動
　�池村　徳子さん（勧修学区）

●美化活動
　千葉　武さん　（山階学区）

　宮㟢　哲雄さん（山階学区）
　宮本　昌子さん（鏡山学区）

●スポーツ活動
　覀村　光二さん（大宅学区）
●安心・安全なまちづくり活動
　新谷　義隆さん（勧修学区）
　藤本　信夫さん（音羽学区）

　山田　 夫さん（安朱学区）

　富田　正男さん（陵ヶ岡学区）

　服部　明美さん（山階南学区）

　岡田　榮子さん（西野学区）

　中松　祥二さん（西野学区）

団体
●美化活動
　大宅橘会（大宅学区）

　小野蚊ヶ瀬会（小野学区）

●安心・安全なまちづくり活動　
　鏡山学区獣害対策チーム

（鏡山学区）

　音羽学区獣害対策チーム

（音羽学区）

　安朱学区獣害対策チーム

（安朱学区）

　陵ヶ岡学区獣害対策チーム

（陵ヶ岡学区）

　大宅学区獣害対策チーム

（大宅学区）

　百々学区獣害対策チーム

（百々学区）

　小野学区獣害対策チーム

（小野学区）

●観光関係
　山科区老人クラブ連合会

（順不同）
　問い合わせ先／
　区まちづくり推進担当

　（☎592-3088）

　犬は家族の一員です。犬が快適な環境

で暮らし、一生を幸せに過ごせるように、

以下の飼い主の義務やマナーを守り、愛

情や責任を持って飼いましょう。

登録や届け出を忘れずに
●�必ず生涯１度の登録を行い、年１回の狂犬病予防

注射を受けましょう。

●飼い主がわかるマイクロチップを装着しましょう。

　※�情報登録料(1，000円)のみで装着できる助成制

度あり。(先着1，000頭限定)

●�愛犬が人を咬んだ場合、速やかに問い合わせ先に

届け出ましょう。

飼い方のマナーに注意
●放し飼いはせず、散歩時も必ず引き綱をつけましょう。

●�しつけと世話をきちんと行い、飼養場所は清潔に

しましょう。

●�排泄はできるだけ自宅でさせましょう。また、散歩時

はふん回収用具を持ち、ふんは、必ず回収しましょう。

　※�ふんの不回収は「京都市動物との共生に向けた

マナー等に関する条例」により、10月１日から

３万円以下の過料が科されます。

●問い合わせ先／ 区保健センター衛生課（☎592-3489）

日本文化や美しい景観など京都らしさを守り育てよう
～世代を超え、京都に伝わる魅力を次世代に引き継ぐまちづくり～
　６月３日、ひと・まち交流館京都で、平成27年

京都市市民憲章推進者表彰式典が行われました。

　市民憲章(昭和31年５月３日制定)を率先して

実行され、毎年の推進テーマと実践目標に基づい

て推進活動を行い、特に市民の規範と認められる

方々を、毎年表彰しています。

　今回、山科区からは個人12名、10団体が門川市

長から表彰を受けられました。

～交通死亡事故多発中！～

みんなで
交通ルールを
守りましょう！

運動期間
　７月21日（火）～
　８月20日（木）

運動重点
●�子どもと高齢者の交通事故

防止

●�夕暮れ時・夜間の歩行中の

交通事故防止(反射材用品

等の着用の促進)

●�自転車の安全な利用の推進

●�暴走行為等危険運転の追放

●問い合わせ先／区まちづくり推進担当（☎592-3088）

スローガン
　待つゆとり 
　　笑顔で過ごす
　　　　　古都の夏

模擬店や露店
開設時の注意事項 団 体

団 体

（一般）

（小規模）
●問い合わせ先／
区総務・防災担当

(☎592-3066)
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